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第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

市街化調整区域

事業用地境界線

図面資料⑥－①：都市計画図(新屋比内町)

大森山風致地区

◇敷地形状の詳細は、図面資料３－①－(1)～(14)によること。

※大森山風致地区の区分
・第一種低層住居専用地域の部分　：第二種風致地区
・第一種中高層住居専用地域の部分：第三種風致地区
・市街化調整区域の部分　　　　　：第一種風致地区

※


